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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
ご
加
入
の
方
へ

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度 

開
始

「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
」
は
、

全
世
代
や
企
業
の
皆
さ
ま
か
ら
支
援
金
を

賜
り
、
そ
れ
に
よ
る
子
育
て
世
帯
に
対
す

る
支
援
の
拡
充
を
通
じ
て
、
子
ど
も
や
子

育
て
世
帯
を
社
会
全
体
で
応
援
す
る
仕
組

み
で
す
。
支
援
金
は
次
の
6
つ
の
事
業
に

充
て
ら
れ
ま
す
。

①
児
童
手
当
の
拡
充

②
妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付

③
育
児
時
短
就
業
給
付

④
出
生
後
休
業
支
援
給
付

⑤
育
児
期
間
中
の
国
民
年
金
保
険
料
免
除

⑥
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

●
な
ぜ
独
身
者
や
高
齢
者
も
負
担
す
る
必

要
が
あ
る
の
？

子
育
て
支
援
は
、
子
ど
も
た
ち
が
健
や

か
に
成
長
し
て
い
く
た
め
の
も
の
で
す
。

そ
の
子
ど
も
た
ち
は
将
来
大
人
と
し
て
、

こ
の
社
会
を
支
え
る
担
い
手
と
な
る
こ
と

か
ら
、
子
育
て
支
援
は
全
て
の
方
に
と
っ

て
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

独
身
者
や
高
齢
者
も
含
む
全
世
代
や
企
業

の
皆
さ
ま
か
ら
支
援
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
支
援
金
額
は
ど
の
く
ら
い
に
な
る
の
？

支
援
金
額
は
所
得
に
応
じ
て
異
な
り
ま

す
が
、
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

の
被
保
険
者
の
平
均
額
は
、
令
和
8
年
度

（
2
0
2
6
年
度
）
は
年
額
で
1
9
1
3

円
と
試
算
し
て
い
ま
す
。

●
い
つ
か
ら
始
ま
る
の
？

支
援
金
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
で

は
令
和
8
年
度
（
2
0
2
6
年
度
）
分

か
ら
保
険
料
と
併
せ
て
納
付
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。
保
険
料
額
の
通
知
は
、
7
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す
。

問

住
民
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（
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備
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）・
和
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山
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後
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高
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合
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
ご
加
入
の
方
へ

保
険
料
率
な
ど
改
定

和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
令

和
8
・
9
年
度
（
2
0
2
6
・
2
0
2
7

年
度
）
の
保
険
料
率
（
表
1
）
な
ど
が
決

定
し
ま
し
た
。
保
険
料
は
、
等
し
く
負
担

し
て
い
た
だ
く
「
均
等
割
額
」
と
、
所
得

に
応
じ
て
決
ま
る
「
所
得
割
額
」
の
合
計

額
と
な
り
ま
す
。

今
回
か
ら
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制

度
に
よ
る
ご
負
担
（
子
ど
も
分
）
を
お
願

い
し
ま
す
。
こ
の
制
度
は
社
会
保
障
全
般

の
将
来
像
も
踏
ま
え
、
全
世
代
で
支
え
合

う
仕
組
み
と
し
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
、

国
の
「
子
ど
も
未
来
戦
略
」
に
基
づ
く
少

子
化
対
策
（
児
童
手
当
の
拡
充
な
ど
）
に

充
て
ら
れ
ま
す
。

所
得
の
少
な
い
方
に
は
世
帯
の
所
得

状
況
に
応
じ
て
、
7
割
、
5
割
、
2
割
の

均
等
割
額
軽
減
制
度
が
あ
り
、
令
和
8
年

度
（
2
0
2
6
年
度
）は
、
軽
減
割
合
の
引

き
上
げ（
7
割
軽
減
）と
対
象
範
囲
の
拡
大

（
5
割
、
2
割
軽
減
）を
行
い
ま
す
。（
表
2
）

ま
た
、
保
険
料
の
賦
課
限
度
額
（
上
限

保
険
料
額
）が
85
万
円
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

令
和
8
年
度
（
2
0
2
6
年
度
）
保

険
料
額
の
通
知
は
、
7
月
中
旬
に
送
付
し

ま
す
。

※
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
制
度
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
同
ペ
ー
ジ
「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
金
制
度
制
度 

開
始
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）・
和
歌
山
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
　
☎
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（表 1）

年度 均等割額 所得割率 賦課限度額

令和 8・9 年度（2026・
2027 年度）（年間）

医療分 5 万 8,748 円 10.36%         85 万円

子ども分 1,385 円 0.25% 2 万 1,000 円

令和７年度（2025 年度）（年間）5 万 4,428 円 11.04%          80 万円

※子ども分の保険料率は令和 8 年度（2026 年度）の料率で、令和 9 年度（2027
年度）の保険料率は令和 8 年度（2026 年度）に算定します。

（表 2）

軽減割合 令和 7 年度（2025 年度） 令和 8 年度（2026 年度）

７割軽減
※

43 万円 +10 万円×（年金・
給与所得者の数 -1）以下

43 万円 +10 万円×（年金・
給与所得者の数 -1）以下

5 割軽減
43 万円 +10 万円×（年金・
給与所得者の数 -1）+30.5 万円
×（被保険者数）以下

43 万円 +10 万円×（年金・
給与所得者の数 -1）+31 万円
×（被保険者数）以下

2 割軽減
43 万円 +10 万円×（年金・
給与所得者の数 -1）+56 万円
×（被保険者数）以下

43 万円 +10 万円×（年金・
給与所得者の数 -1）+57 万円
×（被保険者数）以下

※令和 8・9 年度（2026・2027 年度）の医療分に限り、7.2 割軽減となります。
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